
別記様式第１号の２の２の２（第 4条、第 51 条の 11 の 2関係） 

 

全体についての消防計画作成（変更）届出書  

年  月  日 

 

川崎市消防長 殿 

                      □防火 

□防災 

住 所                   

 

氏 名                   

 
 
別添のとおり、全体についての       管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 

管理権原者の氏名 

（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 
 

防火対象物 

又は       の所在地 

建築物その他の工作物 

 

  

防火対象物 

又は       の名称 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の名称） 

 

  

防火対象物 

又は       の用途 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の用途） 

 

 
令別表第１ （  ）項 

その他必要な事項 

（変更の場合は、主要な変更事項） 
 

受 付 欄※ 経 過 欄※ 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

    ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

管理者 統括 

□防火 

□防災 



一般用・全体についての防火管理に係る消防計画 

 

全体についての防火管理に係る消防計画 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この全体についての防火管理に係る消防計画は、消防法第８条の２

第１項に基づき、        （以下「当該建物」という。）の管理

権原者の協議により、建物全体の統括防火管理業務を行うのに必要な事項

を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図る

ことを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この全体についての防火管理に係る消防計画の適用範囲は、次のと

おりとする。 

（１）当該建物に勤務し、出入りする全ての者 

（２）当該建物の防火管理業務を受託している者 

（３）当該建物及び敷地内の全て 

 

第２章 協議会の設置等 

（協議会の設置） 

第３条 当該建物の防火管理業務を円滑に運営するために、当該建物の事業

所の管理権原者を構成員として、統括防火管理協議会（以下「会」という。）

を設置するものとする。 

 

（会の構成員） 

第４条 会の構成員は別表１のとおりとする。 

 

（会の設置等） 

第５条 会の事務局は、当該建物に置くものとし、代表者（以下「会長」と

いう。）及び統括防火管理者の指示のもとで、会の事務を行うものとする。 

 

（会長等の責務） 

第６条 会の会長は、別表１のとおりとする。 

２ 副会長は、別表１のとおりとする。 

３ 会長は、各事業所の管理権原者と相互に意思の疎通を図るとともに、統

括防火管理者に防火上必要な指示、命令をすることができる。 

４ 会長は、各会構成員の管理権原の及ぶ範囲を把握する。 

５ 会長は、次の事項を変更した場合、消防署に届出をする。 

（１）会の構成員の管理権原者を変更したとき。 

（２）会長又は統括防火管理者を変更したとき。 

（３）建物全体についての防火災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲

げる内容の変更 

 



ア 受託者の氏名及び住所 

イ 受託方式 

ウ 受託者の行う防火管理業務の範囲 

エ 受託者の行う防火管理業務の方法 

（４）会の事項において重大な変更をしたとき。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代行する。 

 

（会の事業） 

第７条 会は、共同で建物全体の防火管理を行うための基本的事項について

協議し、決定するほか、次の事項について審議及び研究するものとする。 

（１） 全体についての防火管理に係る消防計画の審議及び承認に関するこ

と。 

（２） 統括防火管理者の選任に関すること。 

（３）消防法令等防火管理業務に関する法令の研究に関すること。 

（４）自衛消防の組織の整備及び訓練の実施方法等の研究に関すること。 

（５）廊下等の共用部分の管理方法等の研究に関すること。 

（６）全体についての防火管理に係る消防計画の効果的実施についての審議

及び承認に関すること。 

（７）地震、警戒宣言が発令された場合の対応についての研究に関すること。 

（８）全体の訓練及びその結果の見直しに関すること。 

（９）その他会の運営に関すること。 

  

（会の開催） 

第８条 会の開催は、定例会及び臨時会とするものとする。 

（１）定例会は、年  回とし  月と  月とする。 

（２）臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。 

 

第３章 統括防火管理者等の責務等 

（統括防火管理者の選任） 

第９条 統括防火管理者は、統括防火管理者選任（解任）届出書によるもの

とする。 

２ 会長は、会で協議され承認された統括防火管理者選任（解任）届出書を、

会の構成員を代表して所轄消防署に届け出るものとする。 

 

（統括防火管理者の権限と責務） 

第１０条 統括防火管理者は、この全体についての防火管理に係る消防計画

の実行についての全ての権限を持って、次の業務を行うものとする。 

（１）全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更に関すること。 

（２）各事業所の防火管理者、防火担当責任者（以下「防火管理者等」とい

う。）及び防火管理業務に従事する者に対する指示、命令並びに必要な

報告に関すること。 

（３）自衛消防訓練の実施に関すること。 

（４）会の構成員等への防火管理上必要な事項の報告、助言に関すること。 

（５）工事中の安全対策に関すること。 



（６）火気使用制限及び禁止に関すること。 

  ア 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定 

  イ 火気使用場所及び火気使用禁止場所の指定 

  ウ その他必要な場合における火気使用の制限又は禁止及び危険な場

所への立入禁止 

（７）その他防火管理上必要と認める事項に関すること。 

２ 統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等からの報告に基づき調査を

行い、必要事項については消防機関への届出又は連絡を行うとともに、火

災予防上必要な措置を命ずることができる。 

 

（各事業所の管理権原者の責務） 

第１１条 各事業所の管理権原者は、会の構成員として、建物全体の安全性

を高めるように努めなければならない。 

 

（各事業所の防火管理者の責務） 

第１２条 防火管理者は、統括防火管理者の指示、命令を遵守するとともに、

次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承

認を受けなければならない。 

（１）防火管理者を選任又は解任したとき。 

（２）消防計画を作成又は変更したとき。 

（３）防火対象物の法定点検（防火対象物点検）を実施するとき。 

（４）消防用設備等の法定点検を実施したとき。 

（５）用途及び設備を変更したとき。 

（６）  内装改修、改築等の工事を行うとき。 

（７）大量の可燃物の搬入、搬出及び危険物又は引火性物品を貯蔵・取扱う

とき。 

（８）臨時に火気を使用するとき。 

（９）火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備・器具」という。）又

は電気設備の設置、改修等を行うとき。 

（１０）消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき。 

（１１）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたと

き、又は改修したとき。 

（１２）防火管理業務の一部を委託するとき。 

（１３）その他火災予防上必要な事項 

ア 催物を開催するとき。 

イ 統括防火管理者から指示、命令されたとき。 

２ 防火管理者は、全体についての防火管理に係る消防計画に基づき、各自

の事業所の消防計画を作成し防火管理業務を行わなければならない。 

３ 防火管理者は、相互の連絡を保ち協力しなければならない。 

 

（全体についての防火管理業務の一部委託） 〔 該当 ・ 非該当 〕 

第１３条 会長は、委託を受けて建物全体についての防火管理に従事する者

（以下「受託者」という。）と当該業務の適正化を図るため、委託契約等

の内容を別紙に定める項目に基づき、自己チェックする。 



 

２ 受託者は、この計画の定めるところにより、会長、統括防火管理者の指

示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。 

３ 受託者は、受託した建物全体についての防火管理業務について、定期的

に統括防火管理者に報告する。 

 

第４章 全体についての防火管理に係る消防計画に基づく訓練等 

（点検、検査） 

第１４条 防火対象物・消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び建物等

の検査は、次による。 

（１）防火対象物の法定点検（防火対象物点検） 

ア 防火対象物の法定点検（防火対象物点検）は、各事業所の管理権

原の及ぶ範囲について各事業所の管理権原者の責任により行う。 

イ 点検を実施する場合は、各事業所の防火管理者は点検に立ち会う。 

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の点検 

ア 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、      の

責任により行う。 

イ 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、点検業者に委託

して行う。 

（３）消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検 

ア 消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、共用部分につい

ては、      、各事業所の占有部分は、各事業所の責任によ

り行う。 

イ 消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、法定点検の合間

に行うものとし、実施方法、時期等は各事業所の消防計画による。 

（４）建物・電気設備等の点検・検査等 

ア 建物・電気設備等の定期検査等は、     の責任により行う。 

イ 建物、電気設備、火気設備器具、避難設備及び防火設備等の自主

点検は、共用部分については、     、各事業所の占有部分は、

各事業所の責任により行う。 

ウ 自主点検を実施する方法、時期等は、各事業所の消防計画に基づ

き実施する。 

 

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管） 

第１５条 統括防火管理者及び各事業所の管理権原者又は防火管理者は、前

条で点検した結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめて防火

管理維持台帳を作成、整備及び保管する。 

 

（不備欠陥箇所の改修） 

第１６条 消防用設備等の点検及び建物の検査で発見された不備欠陥箇所

の改修等は、第１４条に規定する管理権原者が行うものとする。 

２ 自主点検・検査及び消防用設備等の法定点検を実施した結果、不備欠陥

又は改修する事項がある場合、統括防火管理者又は各事業所の防火管理者

等は、改修計画を樹立し、改修を行うものとする。 



 

（従業員等の遵守事項） 

第１７条 従業員等が火気使用設備・器具を使用するときの遵守すべき事項

については、各事業所の消防計画に定めること。 

 

（工事中の安全対策） 

第１８条 会長は、複数の事業所(共用部分も含む。)にわたる増築、模様替

え等の工事が行われる場合、統括防火管理者及び当該工事を行う防火管理

者と協力して、必要に応じ川崎市火災予防条例第５９条に規定する「防火

対象物の改装工事等の届出」を作成させ届出をする。 

 

（自衛消防訓練） 

第１９条 統括防火管理者は、次により、総合訓練を  月、  月に実施

する。 

２ 統括防火管理者は、訓練を実施する場合は、事前に所轄消防署へ「消防

訓練実施計画報告書」を届出するものとする。 

３ 統括防火管理者は、訓練の実施結果について、訓練の内容をチェックし、

その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映さ

せる。また、訓練を実施した結果は「消防訓練実施結果報告書」により所

轄消防署へ届出する。 

 

第５章 避難施設の維持管理等 

（避難施設等における遵守事項） 

第２０条 防火管理者、従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に

保持するため、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）避難口、廊下、階段、避難通路等の避難施設 

   ア 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。 

   イ 床面は、避難に際して、つまづき、すべり等を生じないよう維持

すること。 

   ウ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し、かつ開放できるとともに、

開放した戸が廊下等の幅員を避難上有効に確保できること。 

（２）火災が発生したときの延焼防止、又は有効な消防活動を確保するた

めの防火施設 

   ア 防火戸及び防火シャッターは、常時閉鎖できるようその機能を有

効に保持し、かつ、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。なお、

防火戸の開閉範囲とその他の部分とは色別しておくこと。 

   イ 防火戸に接近して、延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。 

２ 避難施設又は防火施設の機能を妨げるような物品等を発見した者は、直

ちに除去しなければならない。なお、容易に除去できない場合は、速やか

に防火管理者に報告しなければならない。 

 

（避難経路図の管理） 

第２１条 防火管理者は、避難経路図を作成し、各事業所の消防計画により

掲出するとともに、これを自衛消防組織及び従業員に周知する。 



 

第６章 災害等発生時の活動 

（自衛消防の組織の編成） 

第２２条 自衛消防隊は、当該建物全体で組織することとし、各事業所の従

業員から選出された本部隊と各事業所が組織する地区隊で編成するもの

とする。 

２ 本部隊には、通報連絡、初期消火、避難誘導及び応急救護の各班を設け、

それに必要な人員は各事業所が分担するものとする。 

３ 地区隊には、通報連絡、初期消火、避難誘導及び応急救護の各担当を設

け、各担当の指定は「各事業所の消防計画」に定めるものとする。 

４ 自衛消防隊長は、           とし、地区隊長は各事業所の

管理権原者が定めるものとする。 

５ 本部隊の編成と任務は、別表２のとおりとし、その編成は、自衛消防隊

長が定めるものとする。 

６ 地区隊の編成と任務は、各事業所の消防計画に定めるものとする。 

 

（自衛消防隊長等の権限） 

第２３条 自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災、地震及びその他の災害活動

又は訓練を行う場合、その指揮、命令、監督等一切の権限を有するものと

する。 

２ 地区隊長は、自衛消防隊長の指揮、命令のもとに地区隊を指揮統括する

ものとする。 

３ 地区隊長は、担当地区に直接影響ないと認めたときは、本部において自

衛消防隊長を補佐または災害等発生地区の支援をするものとする。 

 

（自衛消防隊の装備） 

第２４条 本部隊の自衛消防活動等に必要な装備品等は、各事業所の管理権

原者が共同して整備する。 

２ 本部隊の装備品は次のとおりとする。 

（１）ヘルメット 

（２）携帯ラジオ 

（３）懐中電灯（乾電池を含む） 

（４）医薬品（包帯、三角巾、消毒薬、胃腸薬等） 

（５）携帯用拡声器 

（６）警笛 

（７）消火器 

（８）ロープ 

（９）情報伝達器具（トランシーバー） 

３ 地区隊の装備は、各事業所の消防計画に定めるものとする。 

４ 本部隊の装備は、              に保管、管理するもの

とする。 

 

（自衛消防活動） 

第２５条 本部隊と地区隊とは、相互に連絡、協力して火災・震災などの災



害に対処するものとする。 

２ 本部隊の活動は、建物内の全ての地区の火災等に対処し、地区隊の担当

者と協力して、自衛消防活動を行うものとする。 

３ 地区隊の活動は、火災等の発生した地区隊が中心となり、当該地区隊長

の指揮のもとに自衛消防活動を行うものとする。 

４ 火災等の発生した地区以外の地区隊の活動は、自衛消防隊長の命令を受

けた地区隊を除いて全て避難誘導にあたるものとする。 

５ 消防隊が到着したときは、本部隊員が火災の延焼状況、逃げ遅れの有無

その他の情報を提供するとともに、出火場所への誘導を行うものとする。 

６ 休日、夜間等に災害が発生した場合には、在館中の自衛消防隊員と従業

員全員が協力して自衛消防隊の任務を行うものとする。 

７ 地区隊の活動方法等は、各事業所の消防計画に定めるものとする。 

  

（震災に備えての予防措置） 

第２６条 防火管理者は、各事業所の消防計画に基づき、地震による災害を

未然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（震災時の報告等） 

第２７条 防火管理者等は、消防計画に基づく安全措置を講じ、被害の状況

及び建物、火気使用設備・器具等の点検結果を統括防火管理者に報告する

ものとする。 

２ 地震発生直後、統括防火管理者は、全体の被害状況を把握し、自衛消防

隊へ被害に対する応急措置を行わせる等必要な指示をするものとする。 

 

（震災時の活動） 

第２８条 震災時の消火活動等は、地区隊がそれぞれの地区を受け持ち、本

部隊は被害の最も大きな場所を最優先に活動するほか、次の各号に定める

情報収集等に努めるものとする。 

（１）  情報収集 

   ア 本部隊の通報連絡班は、周辺の被災状況を把握し、その情報を地

区隊に連絡するとともにその対応措置を指示するものとする。 

   イ 地区隊の通報連絡担当は、それぞれの地区の被災状況を本部隊に

報告するものとする。 

 （２）救出救護 

    応急救護班（担当）は、倒壊建物等の下敷きとなった人の救出救護

活動にあたるものとする。 

（３）避難誘導 

   ア 本部隊の避難誘導班は、一時集合場所に誘導された避難者を地区

隊の避難誘導担当と協力し、避難場所に誘導するものとする。 

   イ 地区隊の避難誘導担当は、それぞれの地区の従業員等を一時集合

場所に誘導し、その人員を把握し、本部隊に報告するものとする。 

 

（警戒宣言発令時の対策） 

第２９条 統括防火管理者は、警戒宣言が発せられた場合には、次の各号に



定めることを実施するものとする。 

（１）警戒本部を設置し、自衛消防隊は別表２に定める任務を実施する

ものとする。 

（２）各防火管理者に対して、指示、命令又は報告を求めることができ

る。 

（３）地震予知情報等を会の会長に報告するとともに、各事業所の管理

権原者に周知するものとする。 

２ 情報の伝達は、報道機関等からの正確な情報をもとに自衛消防隊長等が

確認の上、在館者に伝達するものとする。 

３ 休日、夜間等に警戒宣言が発せられた場合には、在館中の自衛消防隊員

と従業員全員が協力して自衛消防隊の任務を行うものとする。 

４ 警戒宣言が発せられた場合の伝達は、混乱を防止するため、避難誘導班

の配置完了後に行うものとする。 

５ 避難誘導担当は、携帯拡声器、ロープ等を携行し、所定の位置につき、

混乱防止を主眼に適切な避難誘導を行うものとする。 

 

第７章 教育 

（防災教育の実施時期） 

第３０条 防災教育の実施時期、実施責任者、実施対象者及び実施回数は次

によるものとする。 

 

実施対象者 実施時期 実施責任者 実施回数 

従業員等 各 事 業 所 の 消 防 計

画による 

各事業所の防火管理

者 

各事業所の消

防計画による 

防火管理業務

に従事する者 

春 秋 の 火 災 予 防 運

動時 

統括防火管理者 年２回 

 

（防災教育内容） 

第３１条 防火管理業務に従事する者に対する防災教育は、次によるものと

する。 

（１）全体についての防火管理に係る消防計画の周知徹底 

（２）  各事業所の責任範囲とその責務 

（３）  自衛消防隊の編成とその任務、活動要領 

（４） 防災設備、消防用設備等の機能及び取扱い要領 

（５）  震災対策に関する事項 

 

（雑則） 

第３２条 会において必要な経費は、その都度審議し経費の分担を定める。 

 

附 則 

 この協議事項は、    年  月  日から施行する。 


